
  

監査公表第２２号 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき下記のとおり監査を実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を公表する。 

 

令和７年３月２７日 

                 

新城市監査委員 夏 目 道 弘 

新城市監査委員 中 西 宏 彰 

                  

記 

第１ 監査種別 

    財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者監査） 

 

第２ 監査の対象 

指定管理者   株式会社名鉄ミライート 

指定管理施設  新城市もっくる新城 

所管部課    産業振興部観光課 

 

第３ 監査に当たった監査委員 

    夏目道弘 

中西宏彰 

 

第４ 監査の期間  

令和７年１月８日～令和７年３月２６日 

 

第５ 監査の方法 

       株式会社名鉄ミライートの新城市もっくる新城の指定管理に係る出納その他の事務

の執行状況について、関係資料の提出を求め、諸帳簿などについて調査・確認を行っ

た。また事業実施場所での現地査察を行い、関係法令に沿って適正な事務処理が行わ

れているかどうかに主眼をおいて監査を実施した。 

所管部課に対しては、公の施設の指定管理に係る事務の執行状況や、指導監督の状

況等の確認を主眼に監査を実施した。 

     

第６ 監査の結果等 

１ 監査対象の概要 

    新城市もっくる新城は、道路を利用する者に快適な休憩の場を提供するとともに、

道路情報、観光情報等を提供し、併せて地域産業の振興を図るため、新城市八束穂地

内に設置された施設で、市内で３か所目の道の駅として平成２７年３月２１日にオー

プンした。 

    株式会社名鉄ミライートは、料理飲食店、喫茶店、売店、弁当惣菜店及びコンビニ



  

エンスストアの経営、指定管理者制度による公共施設の管理及び運営等１４の事業を

営むことを目的とする愛知県一宮市に本店を置く法人で、前身の株式会社名鉄レスト

ラン（令和５年１２月２８日に株式会社名鉄ミライートに改正）の事業を引き継ぐ形

で、新城市もっくる新城の指定管理事業を請け負っている。 

 

  ２ 監査対象事業について 

     新城市もっくる新城の指定管理事業 

      指定方法 任意 

      指定期間 平成２７年３月２１日から令和７年３月３１日まで 

      指定管理料 

       令和５年度 ０円 

       令和６年度 ０円 

      利用料金制 なし 

 

  ３ 監査の結果 

     指定管理事業については、関係法令及び協定書等に沿って概ね適正に処理されて

いると認められた。なお、軽易な事項についてはそれぞれ監査の過程において触れ

たところであるが、以下の項目を意見として発表する。 

監査結果に対する団体への指導や是正措置等の状況については、この報告の受領

日から概ね３か月をめどに通知されたい。 

 

【株式会社名鉄ミライート】 

意見 

１ 移動販売等の新たな取り組みにより売り上げが伸びている。奥三河の観光ハブス

テーションとして重要な施設であり、今後もいろいろなアイデアにより経営の向上

と地域の活性化に努めていただきたい。 

 

【産業振興部観光課】 

意見 

１ 市は営業利益の一定割合を維持管理基金負担金として指定管理者に納入させてい

るが、目的や算出根拠が不明確であるので、基本協定書の用語の定義に規定する等

の検討をしていただきたい。 

 

２ ドッグランの新設等が行われているが、基本協定書の変更は行われていない。施

設、設備を変更する際の手続きについて、基本協定書に規定する等の検討をしてい

ただきたい。 

 

３ 道の駅は国土交通省が管轄する施設であり、駐車場用地も公衆用道路となってい

るが、管理を観光課が行っている。観光課が道路管理者として適切な管理ができる

か心配である。土木課と調整し、管理区分を明確にしていただきたい。 

  

  


